
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次
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島
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男
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共
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参
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審
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規
則
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一
部
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す
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規
則

四

○
福
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

四

規

則

福
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
知
事
の
職
務
代
理
者
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
旅
費
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
官
報
報
告
規
則
を
廃
止

す
る
規
則
、
福
島
県
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
男
女
共
同
参

画
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
十
六
号

福
島
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

三
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
四
十
四
号
」
を
「
第
四
十
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第

十
号
⑼
中
「
及
び
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
一
般
旅
券
の
記
載
事
項
訂
正
申
請
」
を
削
り
、
同
号

⑽
を
削
り
、
同
号
⑾
を
同
号
⑽
と
し
、
同
号
⑿
か
ら
同
号
⒆
ま
で
を
同
号
⑾
か
ら
同
号
⒅
ま
で
と
し
、

同
項
第
十
一
号
⑷
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
六
条
第
五
項
」
に
、
「
認
可
」
を
「
届
出

の
受
理
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
十
五
号
を
削
り
、
第
三
十
四
号
を
第
三
十
五
号
と
し
、
第
三
十
一
号

か
ら
第
三
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
九
号
及
び
第
三
十
号
を
削
り
、
第
二
十
八
号

を
第
三
十
一
号
と
し
、
第
二
十
七
号
を
第
三
十
号
と
し
、
第
二
十
六
号
を
第
二
十
九
号
と
し
、
第
二
十

五
号
の
三
を
第
二
十
八
号
と
し
、
第
二
十
五
号
の
二
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
五
号
を
第
二
十
六

号
と
し
、
第
二
十
四
号
を
第
二
十
五
号
と
し
、
第
二
十
三
号
を
第
二
十
四
号
と
し
、
第
二
十
二
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
防
止
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
第
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
、
物
件
の
提
出
命
令
並
び
に
立
入
検
査
及
び
質
問

第
三
条
第
一
項
第
三
十
八
号
本
文
中
「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確

保
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改

め
、
同
号

中
「
第
四
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と

(27)

(27)

(31)

し
、
同
号

中
「
第
四
十
三
条
」
を
「
第
九
十
一
条
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中

(26)

(26)

(30)

(25)

「
第
二
十
四
条
第
五
項
」
を
「
第
四
十
九
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中

(25)

(29)

(24)

「
第
二
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
」
を
「
第
四
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号

を
(24)

同
号

と
し
、
同
号

中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
四
十
八
条
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、

(28)

(23)

(23)

(27)

同
号

中
「
第
二
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
四
十
七
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、

(22)

(22)

(26)

同
号

中
「
第
二
十
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
四
十
五
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、

(21)

(21)

(25)

同
号
⒇
中
「
第
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
二

十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
⒇
を
同
号

と
し
、
同
号
⒆
中
「
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十

(24)

五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
⒆
を
同
号

と
し
、
同
号
⒅
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
三
十
四
条
」
に

(23)

改
め
、
同
号
⒅
を
同
号

と
し
、
同
号
⒄
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
に
改

(22)

め
、
同
号
⒄
を
同
号

と
し
、
同
号
⒃
中
「
第
十
四
条
」
を
「
第
三
十
二
条
」
に
、
「
第
一
種
フ
ロ
ン

(21)

類
回
収
業
者
登
録
簿
」
を
「
第
一
種
フ
ロ
ン
類
充
填
回
収
業
者
登
録
簿
」
に
改
め
、
同
号
⒃
を
同
号
⒇

と
し
、
同
号
⒂
中
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
一
条
第
二
項
」
を

「
第
二
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
⒂
を
同
号
⒆
と
し
、
同
号
⒁
中
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第

三
十
一
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
⒁
を
同

号
⒅
と
し
、
同
号
⒀
中
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
条
第
二
項
」

を
「
第
二
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
⒀
を
同
号
⒄
と
し
、
同
号
⑿
中
「
第
十
三
条
第
二
項
」
を

「
第
三
十
一
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
⑿
を

同
号
⒃
と
し
、
同
号
⑾
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
⑾
を
同

号
⒂
と
し
、
同
号
⑽
中
「
第
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
一
条
第
二
項
」

を
「
第
二
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
⑽
を
同
号
⒁
と
し
、
同
号
⑼
中
「
第
十
二
条
第
二
項
」
を

「
第
三
十
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
⑼
を

同
号
⒀
と
し
、
同
号
⑻
中
「
第
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
条
第
二
項
」

を
「
第
二
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
⑻
を
同
号
⑿
と
し
、
同
号
⑺
中
「
第
十
二
条
第
二
項
」
を

「
第
三
十
条
第
二
項
」
に
、
「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
⑺
を
同

号
⑾
と
し
、
同
号
⑹
中
「
第
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
条
第
二
項
」
に
、
「
第
九
条
第
二
項
」
を

「
第
二
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
⑹
を
同
号
⑽
と
し
、
同
号
⑸
中
「
第
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第

二
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
⑸
を
同
号
⑼
と
し
、
同
号
⑷
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
───────────────────────────────────────────────────────────
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十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
⑷
を
同
号
⑻
と
し
、
同
号
⑶
中
「
第
十
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
八

条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
⑶
を
同
号
⑺
と
し
、
同
号
⑵
中
「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第

一
項
」
に
、
「
⑶
か
ら
⑸
ま
で
、
⑺
か
ら
⑽
ま
で
、
⑿
か
ら
⒂
ま
で
、
⒅
か
ら
⒇
ま
で
及
び

」
を
「
⑺

(22)

か
ら
⑼
ま
で
、
⑾
か
ら
⒁
ま
で
、
⒃
か
ら
⒆
ま
で
、

か
ら

ま
で
及
び

」
に
改
め
、
同
号
⑵
を
同

(22)

(24)

(26)

号
⑹
と
し
、
同
号
⑴
中
「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
七
条
第
二
項
」
に
、
「
⑹
、
⑾
及
び
⒄
」
を

「
⑽
、
⒂
及
び

」
に
改
め
、
同
号
⑴
を
同
号
⑸
と
し
、
同
号
⑸
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(21)

⑴

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
指
導
及
び
助
言

⑵

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告

⑶

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表

⑷

第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令

第
三
条
第
二
項
中
「
第
五
条
第
二
号
⑹
か
ら
⒄
ま
で
、
⒆
、

、

か
ら

ま
で
、

、
第
三
号
の

(20)

(24)

(33)

(35)

二
」
を
「
第
五
条
第
二
号
⑻
か
ら
⒆
ま
で
、

、

、

か
ら

ま
で
」
に
改
め
る
。

(21)

(22)

(26)

(34)

第
五
条
第
二
号
中

及
び

を
削
り
、

を

と
し
、
⑵
か
ら

ま
で
を
⑷
か
ら

ま
で
と
し
、
⑴

(35)

(36)

(34)

(36)

(33)

(35)

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑵

第
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
受
理

⑶

第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
申
請
の
受
理

第
五
条
第
二
号

中
「
第
五
十
六
条
第
八
項
」
を
「
第
五
十
六
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号

中
「
第

(37)

(38)

五
十
七
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
、

同
号

及
び

中
「
の
規
定
」
を
「
及
び
第
三
項
の
規
定
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号

(39)

(40)

を
加
え
る
。

三
の
二

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
に

掲
げ
る
こ
と
。

⑴

第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
費
の
請
求
の
受
理

⑵

第
七
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
の
受
理

⑶

第
七
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
交
付
の
申
請
の
受
理

第
五
条
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
十
二

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
に
掲

げ
る
こ
と
。

⑴

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
生
活
困
窮
者
住
居
確
保
給
付
金
の
支
給

⑵

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
不
正
利
得
の
徴
収

⑶

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
、
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
等
の
命
令
及

び
質
問

⑷

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収

⑸

第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収

二
十
三

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
六
号
）
の
施

行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
こ
と
。

⑴

第
六
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
認
定

⑵

第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
受
理

⑶

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
就
労
支
援

⑷

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
示

第
六
条
第
三
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
十
二

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
こ
と
。

⑴

第
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
示

⑵

第
六
条
第
五
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
命
令

⑶

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
、
物
件
の
提
出
の
求
め
、
立
入
検
査
、
質
問
及

び
収
去

⑷

第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
の
受
理

⑸

第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査

第
十
五
条
第
一
項
第
六
号
中
⑷
か
ら
⑹
ま
で
を
削
り
、
同
号
⑶
中
「
第
六
条
第
八
項
及
び
第
九
項
後

段
」
を
「
第
六
条
の
三
第
四
項
、
第
五
項
後
段
及
び
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号
⑶
を
同
号
⑷
と
し
、
同

号
⑵
中
「
第
六
条
第
七
項
」
を
「
第
六
条
の
三
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
⑵
を
同
号
⑶
と
し
、
同
号
⑴

中
「
第
六
条
第
五
項
」
を
「
第
六
条
の
三
第
一
項
」
に
、
「
要
求
」
を
「
申
請
」
に
改
め
、
同
号
⑴
を

同
号
⑵
と
し
、
同
号
⑵
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑴

第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
適
合
判
定
通
知
書
又
は
そ
の
写
し
の
受
理

第
十
五
条
第
一
項
第
六
号
⑺
中
「
の
規
定
」
を
「
及
び
第
二
号
の
規
定
」
に
、
「
承
認
」
を
「
認
定
」

に
改
め
、
同
号
⑺
を
同
号
⑸
と
し
、
同
号
中
⑻
を
⑹
と
し
、
⑼
を
⑺
と
し
、
⑽
を
⑻
と
し
、
同
号
⑾
中

「
要
求
」
を
「
通
知
」
に
改
め
、
同
号
⑾
を
同
号
⑼
と
し
、
同
号
中
⑿
か
ら

ま
で
を
⑽
か
ら

ま
で

(24)

(22)

と
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
第
六
号
の
二
中
「
第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
第
四
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認

定
」
を
「
の
施
行
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
こ
と
。
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑴

第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
第
四
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
定

⑵

第
百
三
十
七
条
の
十
六
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
認
定

第
十
五
条
第
一
項
第
十
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、

(72)

(111)

(65)

(71)

(104)

(110)

(64)

(102)

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(102)

第
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
不
用
物
件
の
管
理

(103)
第
十
五
条
第
一
項
第
十
号
中

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(63)

(82)

(82)

第
九
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
四
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令

(83)

第
九
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
違
法
放
置
物
件

(84)
の
除
去

第
九
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
違
法
放
置
物
件

(85)
の
保
管

第
九
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
四
十
四
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
違
法
放
置
物
件

(86)
の
売
却
及
び
売
却
し
た
代
金
の
保
管

第
九
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
四
十
四
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
違
法
放
置
物
件

(87)
の
廃
棄

第
九
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
命

(88)
令

第
九
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
七
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の

(89)

───────────────────────────────────────────────────────────
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取
消
し
等
の
処
分
及
び
行
為
の
中
止
命
令
等
の
措
置
命
令

第
九
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
七
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
行
為
の
中
止
命
令
等

(90)
の
措
置

第
九
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
七
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
監
理
員
に
よ
る

(91)
措
置
命
令

第
九
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
七
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
監
理
員
に
よ
る

(92)
措
置
命
令

第
九
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
損
失
補
償

(93)

第
九
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
七
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
補
償
金
額
の
負
担
命

(94)
令

第
九
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
等
の
納
付
督

(95)
促

第
九
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
条
件
の
付
加

(96)

第
九
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
不
用
物
件
の
管
理

(97)

第
九
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
九
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
不
用
物
件
の
交
換

(98)

第
九
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
九
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
不
用
物
件
の
引
渡
し

(99)

第
九
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
九
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
不
用
物
件
の
返
還

(100)

第
九
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
九
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
不
用
物
件
の
供
託

(101)
第
十
五
条
第
一
項
第
十
号
中

を

と
し
、
同
号

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(62)

(77)

(77)

第
九
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
占
用
の
許
可

(78)

第
九
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
占
用
の
禁
止
又
は
制

(79)
限

第
九
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
警
察
署
長
と
の
協
議

(80)

第
九
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
工
事
の
施
行
及
び
そ
の
旨
の

(81)
通
知

第
十
五
条
第
一
項
第
十
号
中

を

と
し
、
同
号

中
「
協
議
」
を
「
警
察
署
長
と
の
協
議
」
に
改

(61)

(76)

(60)

め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(60)

(74)

(74)

第
九
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
占
用
の
許
可

(75)
第
十
五
条
第
一
項
第
十
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、

(59)

(73)

(55)

(58)

(69)

(72)

(54)

(67)

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(67)

第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査

(68)
第
十
五
条
第
一
項
第
十
号
中

を

と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(53)

(66)

(52)

(63)

(63)

第
七
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
監
理
員
の
任
命
及
び
道
路
監
理
員
に
よ
る
措
置
命

(64)
令

第
七
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
監
理
員
に
よ
る
措
置
命
令

(65)
第
十
五
条
第
一
項
第
十
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
同
号

中
「
保

(51)

(62)

(42)

(50)

(53)

(61)

(41)

管
」
の
下
に
「
及
び
必
要
な
措
置
」
を
加
え
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号
中

を

と
し
、

か

(41)

(52)

(40)

(51)

(28)

ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(39)

(39)

(50)

(27)

(35)

(35)

第
四
十
八
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
施
設
の
構
造
の
変
更
許
可

(36)

第
四
十
八
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
譲
渡
の
承
認

(37)

第
四
十
八
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
条
件
の
付
加

(38)
第
十
五
条
第
一
項
第
十
号

中
「
第
四
十
七
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
四
十
七
条
の
五
第
一
項
」
に

(26)

改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(26)

(33)

(33)

第
四
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令

(34)
第
十
五
条
第
一
項
第
十
号

中
「
第
四
十
七
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
四
十
七
条
の
四
第
一
項
」
に

(25)

改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
同

(25)

(32)

(24)

(31)

(21)

(23)

(28)

(30)

号
⒇
中
「
及
び
制
限
」
を
「
又
は
制
限
」
に
改
め
、
同
号
⒇
を
同
号

と
し
、
同
号
中
⒆
を

と
し
、

(27)

(26)

⒂
か
ら
⒅
ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
⒁
を
⒇
と
し
、
⒇
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(22)

(25)

第
四
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
命
令

(21)
第
十
五
条
第
一
項
第
十
号
中
⒀
を
⒆
と
し
、
⑿
を
⒅
と
し
、
⑾
を
⒄
と
し
、
同
号
⑽
中
「
道
路
の
」

を
削
り
、
同
号
⑽
を
同
号
⒃
と
し
、
同
号
⑼
中
「
道
路
の
」
を
削
り
、
同
号
⑼
を
同
号
⒀
と
し
、
同
号

⒀
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⒁

第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
書
の
受
理

⒂

第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
占
用
の
許
可

第
十
五
条
第
一
項
第
十
号
中
⑻
を
⑿
と
し
、
⑺
を
⑽
と
し
、
⑽
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑾

第
三
十
三
条
第
二
項
に
よ
る
占
用
の
許
可

第
十
五
条
第
一
項
第
十
号
⑹
中
「
申
請
事
項
の
」
を
削
り
、
同
号
⑹
を
同
号
⑼
と
し
、
同
号
⑸
中
「
道

路
の
」
を
削
り
、
同
号
⑸
を
同
号
⑻
と
し
、
同
号
⑷
を
同
号
⑹
と
し
、
同
号
⑹
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。⑺

第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
台
帳
の
調
製
及
び
保
管

第
十
五
条
第
一
項
第
十
号
中
⑶
を
⑸
と
し
、
⑵
を
⑷
と
し
、
⑴
を
⑶
と
し
、
⑶
の
前
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

⑴

第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

⑵

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
他
の
工
作
物
の
管
理
者
と
の
協
議

第
十
五
条
第
一
項
第
三
十
号
中

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(25)

(26)

(24)

第
二
十
五
条
で
準
用
す
る
道
路
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
金
の
納
付
督
促

(25)
附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
第
一
項
各
号
列
記
以

外
の
部
分
の
改
正
規
定
及
び
同
項
第
十
号
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
十
五
条
第
一
項
第
六
号

及
び
第
六
号
の
二
の
改
正
規
定
は
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
経
営
課
）

福
島
県
規
則
第
十
七
号

知
事
の
職
務
代
理
者
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

知
事
の
職
務
代
理
者
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
八
年
福
島
県
規
則
第
百
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

本
則
中
「
福
島
県
部
等
設
置
条
例
」
を
「
福
島
県
部
設
置
条
例
」
に
、
「
部
等
の
」
を
「
部
の
」
に

改
め
、
「
（
直
轄
理
事
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
経
営
課
）

福
島
県
規
則
第
十
八
号

福
島
県
旅
費
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
旅
費
取
扱
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
福
島
県
規
則
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
一
福
島
市
の
部

の
項
中
「茂

庭
中
学
校

」
を
「旧

茂
庭
中
学
校

」
に
改
め
、
同
表
郡
山
市

23

の
部
６
の
項
中
「及

び
御
前
南
六
丁
目

」を

「

御
前
南
六
丁
目

谷
地
本
町

静
西
一
丁
目

静
西

、
、

、
、

二
丁
目
及
び
中
野
二
丁
目

」
に
改
め
、
同
表
い
わ
き
市
の
部

の
項
中
「永

井
小
学
校

」
を
「旧
永
井

46

小
学
校

」
に
改
め
、
同
部

の
項
中
「沢

渡
小
学
校

」
を
「三

和
小
学
校

」
に
改
め
、
同
部

の
項
中

47

49

「三
阪
小
学
校

」
を
「旧

三
阪
小
学
校

」
に
改
め
、
同
部

の
項
中
「差

塩
小
学
校

」
を
「旧

差
塩
小

50

学
校

」
に
改
め
、
同
表
石
川
町
の
部
３
の
項
中
「中

谷
第
一
小
学
校

」
を
「旧

中
谷
第
一
小
学
校

」
に

改
め
、
同
部
４
の
項
中
「中

谷
第
二
小
学
校

」
を
「旧

中
谷
第
二
小
学
校

」
に
改
め
、
同
部
５
の
項
中

「母
畑
小
学
校

」
を
「旧

母
畑
小
学
校

」
に
改
め
、
同
部
７
の
項
中
「山

形
小
学
校

」
を
「旧

山
形
小

学
校

」
に
改
め
、
同
部
８
の
項
中
「南

山
形
小
学
校

」
を
「旧

南
山
形
小
学
校

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
人

事

課
）

福
島
県
規
則
第
十
九
号

福
島
県
官
報
報
告
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

福
島
県
官
報
報
告
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
五
十
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
文
書
法
務
課
）

福
島
県
規
則
第
二
十
号

福
島
県
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
福
島
県
規
則
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
生
活
環
境
部
生
活
環
境
総
室
青
少
年
・
男
女
共
生
課
」
を
「
保
健
福
祉
部
こ
ど
も
未
来

局
こ
ど
も
・
青
少
年
政
策
課
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
青
少
年
・
男
女
共
生
課
）

福
島
県
規
則
第
二
十
一
号

福
島
県
男
女
共
同
参
画
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
男
女
共
同
参
画
審
議
会
規
則
（
平
成
十
四
年
福
島
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
生
活
環
境
部
生
活
環
境
総
室
青
少
年
・
男
女
共
生
課
」
を
「
生
活
環
境
部
生
活
環
境
総

室
男
女
共
生
課
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
青
少
年
・
男
女
共
生
課
）

福
島
県
規
則
第
二
十
二
号

福
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
福
島
県
規
則
第
六
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
号
様
式
（
裏
面
）
９
中
「県

保
健
福
祉
部
自
立
支
援
総
室
障
が
い
福
祉
課

」
を
「県

保
健
福
祉

部
生
活
福
祉
総
室
障
が
い
福
祉
課

」
に
改
め
る
。

第
九
号
様
式
（
裏
面
）
９
中
「県

保
健
福
祉
部
自
立
支
援
総
室
障
が
い
福
祉
課

」
を
「県

保
健
福
祉

部
生
活
福
祉
総
室
障
が
い
福
祉
課

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
第
二

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
交
付
さ
れ
て
い
る
福
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
加
入
証
書
及
び

福
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
口
数
追
加
証
書
は
、
改
正
後
の
福
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済

制
度
条
例
施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
交
付
さ
れ
た
福
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済

制
度
加
入
証
書
及
び
福
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
口
数
追
加
証
書
と
み
な
す
。

（
障
が
い
福
祉
課
）


